
⑦ 特別支援学校教諭問題の解答について（ 注意）

１ ． 解答はすべて、 別紙のマーク シート に記入するこ と 。

２ ． マーク シート は、 電算処理する ので、 折り 曲げたり 、 汚し たり し ないこ と 。 また、 マーク 欄はも ち ろ ん、

余白にも 不要なこ と を 書かないこ と 。

３ ． 記入は、 HBまたはＢ の鉛筆を 使っ て、 ていねいに正し く 行う こ と 。（ マーク シート 右上の記入方法を 参

照） 消去は、 プラ スチッ ク 消し ゴムで念入り に行う こ と 。

４ ． 名前の記入　 名前を 記入するこ と 。

５ ． 教科名の記入　 教科名に「 特別支援学校教諭」 と 記入する こ と 。

６ ． 受験番号の記入　 受験番号欄に５ けたの数で記入し たのち 、 それを マーク するこ と 。

７ ． 解答の記入　  ア． 小問の解答番号は１ から 45ま での通し 番号になっ ており 、 例えば、 25番を 25

のよう に表示し てある。

イ ． マーク シート のマーク 欄は、 すべて１ から ０ まで10通り あるが、 各小問の選択肢は必ず

し も 10通り あると は限ら ないので注意するこ と 。

ウ． どの小問も 、 選択肢には①、 ②、 ③……の番号がついている。

エ． 各問いに対し て一つずつマーク するこ と 。

（ マーク シート 記入例）

数字で記入……

特
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【 １ 】 次の文は、「 障害者の権利に関する条約」 第十九条の一部である 。（ ア） ～（ エ） にあてはまる語句を ①

～⑧から 選び、 番号で答えよ。

こ の条約の締約国は、 ＜略＞、 次のこ と を 確保するこ と によるも のを 含む。

（ a）　 障害者が、 他の者と の（ 　 ア　 ） を 基礎と し て、 居住地を 選択し 、 及びど こ で誰と 生活する かを

選択する機会を 有するこ と 並びに特定の生活施設で生活する義務を 負わないこ と 。

（ b）　 地域社会における 生活及び地域社会への（ 　 イ 　 ） を 支援し 、 並びに地域社会から の（ 　 ウ　 ）

及び隔離を 防止するために必要な在宅サービス、 居住サービスその他の地域社会支援サービス（ 個別

の支援を 含む。） を 障害者が利用する機会を 有するこ と 。

（ c）　 一般住民向けの地域社会サービ ス及び施設が、 障害者にと っ て他の者と の（ 　 ア　 ） を 基礎と し

て利用可能であり 、 かつ、 障害者の（ 　 エ　 ） に対応し ているこ と 。

①　 ニーズ　 　 ②　 包容　 　 ③　 孤立　 　 ④　 連携

⑤　 困難　 　 　 ⑥　 平等　 　 ⑦　 差別　 　 ⑧　 貢献

 （ ア） （ イ ） （ ウ） （ エ）

1 2 3 4
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【 ２ 】 次の文は「 通常の学級に在籍する 障害のある 児童生徒への支援の在り 方に関する 検討会議報告」（ 令和

５ 年３ 月13日　 文部科学省） の中の、「 ５ ． 特別支援学校の専門性を 活かし た取組等　 特別支援学校のセ

ンタ ー的機能の充実」 の記述の一部である。 適切でないも のを ①～⑥から １ つ選び、 番号で答えよ。

〇　 特別支援学校のセンタ ー的機能の類型は、 平成17年の中央教育審議会「 特別支援教育を 推進するため

の制度の在り 方について（ 答申）」 などでは、 以下の通り 整理さ れており 、 各学校においてそれぞれの

取組が進めら れている。

①　 小中学校等の教員への支援機能

②　 特別支援教育に関する相談・ 情報提供機能

③　 障害のある児童生徒等への指導・ 支援機能

④　 関係機関等と の連絡・ 調整機能

⑤　 小中学校等の教員に対する研修協力機能

⑥　 障害のある児童生徒等への検査機能
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【 ３ 】 次の文は、「『 令和の日本型学校教育』 の構築を 目指し て～全ての子供たちの可能性を 引き 出す， 個別最

適な学びと ， 協働的な学びの実現～（ 答申）」（ 令和３ 年１ 月26日　 中央教育審議会）「 ４ ． 新時代の特別

支援教育の在り 方について」 の記述の一部である。（ ア） ～（ エ） にあてはまる 語句の適切な組合せを ①

～⑤から １ つ選び、 番号で答えよ。

〇　 幼児教育段階， 高等学校教育段階における特別支援教育を 推進するための（ 　 ア　 ） の充実に資する

よう な方策や設置者を 超えた学校間の連携を 促進するための体制の在り 方についても 検討する必要があ

る。

○　 障害のある児童生徒の様々な学びの場における学びの（ 　 イ 　 ） を 高めるため， 知的障害者である児

童生徒に対する各教科等の在り 方について検討を 進める と と も に， 各教科等の（ 　 ウ　 ） に向けた積極

的な取組が求めら れる。

○　 知的障害者である児童生徒に対する教育を 行う 特別支援学校の各教科において育むべき 資質・ 能力を

着実に児童生徒に身に付けさ せる観点から ， 国においては， 各学校における指導の状況や学習者用デジ

タ ル教科書の在り 方に係る検討の方向性に留意し つつ，（ 　 エ　 ）（ 知的障害者用） を 作成するこ と が必

要である。

①　 ア　 イ ンク ルーシブ教育システム　 　 イ 　 連続性　 　 ウ　 授業改善　 　 エ　 検定済教科書

②　 ア　 イ ンク ルーシブ教育システム　 　 イ 　 質　 　 　 　 ウ　 授業改善　 　 エ　 検定済教科書

③　 ア　 センタ ー的機能　 　 　 　 　 　 　 　 イ 　 連続性　 　 ウ　 授業改善　 　 エ　 著作教科書

④　 ア　 センタ ー的機能　 　 　 　 　 　 　 　 イ 　 質　 　 　 　 ウ　 環境整備　 　 エ　 著作教科書

⑤　 ア　 センタ ー的機能　 　 　 　 　 　 　 　 イ 　 連続性　 　 ウ　 環境整備　 　 エ　 検定済教科書
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【 ４ 】 次の文は、「 特別支援学級及び通級による指導の適切な運用について （ 通知）」（ ４ 文科初第375号　 令和

４ 年４ 月27日） における特別支援学級に在籍する児童生徒の自立活動の時数についての記述である。（ ア）

～（ エ） にあてはまる語句を ①～⑧から 選び、 番号で答えよ。

　 特別支援学級における自立活動については、 小学校等学習指導要領や特別支援学校学習指導要領に、

・ 特別支援学級において実施する特別の（ 　 ア　 ） については、（ 中略） 自立活動を 取り 入れるこ と

・ 学校における 自立活動の指導は、（ 中略） 自立活動の時間はも と よ り 、 学校の（ 　 イ 　 ） を 通じ て適切

に行う も のと する

・ 小学部又は中学部の各学年の自立活動の時間に充てる授業時数は、 児童又は生徒の障害の（ 　 ウ　 ） や

特性及び心身の発達の（ 　 エ　 ） 等に応じ て、 適切に定めるも のと する。

と 記載さ れている。

①　 状態　 　 　 ②　 教育活動の一部　 　 ③　 指導　 　 ④　 教育課程

⑤　 見立て　 　 ⑥　 教育活動全体　 　 　 ⑦　 段階　 　 ⑧　 種類

 （ ア） （ イ ） （ ウ） （ エ）

7 8 9 10
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【 ５ 】 次の文は、「 学校教育法施行規則」 第百三十条の特別支援学校における 各教科等の指導形態に関する 規

定である。 下線部について適切でないも のを ①～⑥から １ つ選び、 番号で答えよ。

　 特別支援学校の小学部、 中学部又は高等部においては、 特に必要がある 場合は、 第百二十六条から 第

百二十八条までに規定する 各教科（ 次項において「 各教科」 と いう 。） 又は別表第三及び別表第五に定め

る ①各教科に属する科目の全部又は一部について、 合わせて授業を 行う こ と ができ る。

２ 　 特別支援学校の小学部、 中学部又は高等部においては、 ②知的障害者である 児童若し く は生徒又は 

③複数の種類の障害を 併せ有する 児童若し く は生徒を 教育する 場合において ④必要の有無に関係なく 、

各教科、 特別の教科である 道徳、 外国語活動、 ⑤特別活動及び⑥自立活動の全部又は一部について、 合

わせて授業を 行う こ と ができ る。

 11

【 ６ 】 次の文は、「 障害のある 子供の教育支援の手引～子供たち 一人一人の教育的ニーズを 踏まえた学びの充

実に向けて～」（ 令和３ 年６ 月　 文部科学省） における 知的障害のある 子供の保護者への助言や支援につ

いての記述である。 下線部について適切でないも のを ①～⑥から １ つ選び、 番号で答えよ。

　 ２ ～３ 歳以降， 言語発達の遅れに保護者が気付いたり ， 乳幼児健康診査で言語発達が遅いこ と が分かっ

たり するこ と を 契機に， その後の児童相談所における判定や医療機関における診断により ， 知的障害があ

るこ と が判明するこ と が多い。 また， 染色体異常（ ダウン 症候群等） や， 遺伝性疾患があるこ と が先に診

断さ れ， ①知的障害が決定さ れるこ と も ある。

　 保護者が子共に知的障害があるこ と が分かっ たと き の気持ちを 出発点と し て， 障害を 理解するこ と がで

き る よ う になる までの過程においては， 関係者の十分な配慮， つまり ②保護者の心情理解が特に必要と さ

れる。 また， 保護者が子供の知的障害や発達の実態を 的確に把握し ， それに即し た教育の方針， 方法が考

えら れるよ う 配慮し て， 教育相談等を 行いながら ③個別の教育支援計画等を 作成する などし て， 子供の障

害の状態等について総合的に判断するこ と が大切である。

　 一般に， 乳幼児期から 青年期までの各時期を 通じ て， 教育効果を 上げるためには， ④保護者や家族の適

切な関わり が必要である。 し かし ながら ， 保護者は， 知的障害のある 子供の⑤生活習慣の身に付け方や学

習の仕方などへの配慮について十分に知識や情報を 得ていない場合も 多い。 そのため， 各時期の発達の段

階において， ⑥学校や教育相談機関等が， 子供一人一人の知的障害の状態等に即し ながら ， 保護者や家族

に情報提供し ， 適切な助言や支援を 行っ ていく こ と が必要である。

 12
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【 ７ 】 次の文は、「 障害のある 子供の教育支援の手引～子供たち 一人一人の教育的ニーズを 踏まえた学びの充

実に向けて～」（ 令和３ 年６ 月　 文部科学省） における 肢体不自由のある 子供に対する 特別な指導内容に

ついての記述である 。 下線部について適切でないも のの数を ⓪～⑧から １ つ選び、 番号で答えよ。

ウ　 基本的な概念の形成に関するこ と

　 肢体不自由のある子供は， 身体の動き に困難があるこ と から ， 特定の体験を する機会が不足し たまま

言葉や知識を 習得し ているこ と があり ， 言葉を 知っ ていても 意味の理解が不十分であっ たり ， 概念が不

確かなまま用語や数字を 使っ たり するこ と がある。 そのため， 具体物を 見る， 触れる， 数えるなどの活

動や， 実物を 観察する， 測るなどの思考的な活動を 取り 入れ、 感じ たこ と や気づいたこ と ， 特徴などを

言語化し ， 言葉の意味付けや言語概念， 数量などの基礎的な概念の形成を 段階的に図る指導内容が必要

である。

　 ⓪　 なし 　 　 ①　 １ つ　 　 ②　 ２ つ　 　 ③　 ３ つ　 　 ④　 ４ つ　 　

　 ⑤　 ５ つ　 　 ⑥　 ６ つ　 　 ⑦　 ７ つ　 　 ⑧　 全て
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【 ８ 】 次の文は、「 障害のある 子供の教育支援の手引～子供たち 一人一人の教育的ニーズを 踏まえた学びの充

実に向けて～」（ 令和３ 年６ 月　 文部科学省） における 病弱・ 身体虚弱の子供の学校や学びの場について

の記述である。（ ア） ～（ エ） にあてはまる語句を ①～⑧から 選び、 番号で答えよ。

　 病院内の病弱・ 身体虚弱特別支援学級で は， 各教科の指導の他， 健康の回復・ 改善等を 図る ための

（ 　 ア　 ） の指導も 行われている。 また， 各教科の指導に当たっ ては， 入院や治療のために（ 　 イ 　 ） と

なっ ている実態を 把握し ， 必要に応じ て指導内容を （ 　 ウ　 ） し て指導する， 身体活動や体験的な活動を

伴う 学習に当たっ ては，（ 　 エ　 ） などを 用いて指導の効果を 高めると いっ た配慮が求めら れる。

①　 教科書　 　 ②　 経験不足　 　 ③　 重複　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ④　 学習空白

⑤　 精選　 　 　 ⑥　 自立活動　 　 ⑦　 工夫さ れた教材・ 教具　 　 ⑧　 特別活動

 （ ア） （ イ ） （ ウ） （ エ）

14 15 16 17
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【 ９ 】 次の文は、「 障害のある 子供の教育支援の手引～子供たち 一人一人の教育的ニーズを 踏まえた学びの充

実に向けて～」（ 令和３ 年６ 月　 文部科学省） における視覚障害についての記述である。（ ア） ～（ エ） に

あてはまる語句を ①～⑧から 選び、 番号で答えよ。

３ ． 視覚障害の理解

（ １ ）　 視覚障害について

①　 視覚障害の概要

　 視覚障害と は， 視機能の（ 　 ア　 ） な低下により ， 学習や生活に困難がある状態を いう 。 視機能が低

下し ていても ， それら が何ら かの方法若し く は，（ 　 イ 　 ） に回復する 場合は視覚障害と はいわない。

視機能には， 七つの機能があり ， 視力（ 遠方， 近方） や（ 　 ウ　 ） に加え， 光覚（ 暗順応・ 明順応），

色覚， 屈折・ 調節，（ 　 エ　 ）， 両眼視（ 立体， 遠近） がある 。 し たがっ て， 視覚障害と は， 視力障害，

（ 　 ウ　 ） 障害， 色覚障害， 明順応障害， 暗順応障害などを いう 。

①　 視界　 　 　 　 ②　 先天的　 　 ③　 眼球運動　 　 ④　 永続的

⑤　 動体視力　 　 ⑥　 短期間　 　 ⑦　 将来的　 　 　 ⑧　 視野

 （ ア） （ イ ） （ ウ） （ エ）

18 19 20 21
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【 10】 次の文は、「 障害のある 子供の教育的支援の手引～子供たち 一人一人の教育的ニーズを 踏まえた学びの

充実に向けて～」（ 令和３ 年６ 月　 文部科学省） における 聴覚障害のある 子供に対する 特別な指導内容に

関する記述の一部である。（ ア） ～（ エ） にあてはまる語句を ①～⑩から 選び、 番号で答えよ。

　 言葉の習得は， 単に名称を 理解する こ と だけで な く ， 人と の関わり を 深める こ と や， 知識の習得や

（ 　 ア　 ） の伸長などにつながるため， 子供の発達の程度に応じ た段階的な言葉の指導が必要である。

　 人と の関わり については， 子供の実態に応じ て， 言葉や（ 　 イ 　 ） な情報など様々な方法によっ て心の

通い合いを 図り ， コ ミ ュ ニケーショ ンや人と の関わり に対する意欲や態度を 育む必要がある。 こ れは， そ

の後の言葉や（ 　 ウ　 ） の発達の基礎と し て特に大切なこ と である。

　 言葉を 用いて知識を 広げるこ と については， 子供が習得し た言葉を 用いて日常生活に必要な知識を 身に

付けると と も に， 日常のいろ いろ な場面で物事を 考えたり ，（ 　 エ　 ） し たり するこ と も 必要である。

①　 思考力　 　 ②　 聴覚的　 　 ③　 運動面　 　 ④　 行動

⑤　 視覚的　 　 ⑥　 語彙力　 　 ⑦　 心理面　 　 ⑧　 社会性

⑨　 発言　 　 　 ⑩　 特定

 （ ア） （ イ ） （ ウ） （ エ）

22 23 24 25
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【 11】「 特別支援学校教育要領・ 学習指導要領解説　 総則編（ 幼稚部・ 小学部・ 中学部）」（ 平成30年３ 月　 文

部科学省） のカ リ キュ ラ ム・ マネジメ ン ト の充実に関する 記述と し て 、 適切なも のを ①～⑤から １ つ選

び、 番号で答えよ。

①　 教育課程に関する国際的基準を 踏まえ， 自校の教育課程の編成， 実施， 評価及び改善に関する課題を

明確にするこ と

②　 教育課程の実施状況を 評価し て現状維持を 図っ ていく こ と

③　 教育課程の実施に必要な人的又は物的な体制を 確保すると と も にその改善を 図っ ていく こ と

④　 指導形態に基づき 組織的かつ計画的に各学校の教育活動の質の向上を 図っ ていく こ と

⑤　 児童生徒や学校， 地域の実態を 適切に把握し ， 教育の目的や目標の実現に必要な教育の内容等を 教科

等縦断的な視点で組み立てていく こ と
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【 12】 次の文は、「 特別支援学校教育要領・ 学習指導要領解説　 総則編（ 幼稚部・ 小学部・ 中学部）」（ 平成30

年3月　 文部科学省） の主体的・ 対話的で深い学びの実現に向けた授業改善についての記述である 。（ ア）

～（ エ） にあてはまる語句の適切な組合せを ①～⑤から １ つ選び、 番号で答えよ。

　 主体的・ 対話的で深い学びの実現を 目指し て授業改善を 進めるに当たり ， 特に「 深い学び」 の視点に関

し て， 各教科等の学びの深まり の鍵と なるのが「 見方・ 考え方」 である。 各教科等の（ 　 ア　 ） に応じ た

物事を 捉える視点や考え方である「 見方・ 考え方」 は， 新し い知識及び技能を 既にも っ ている 知識及び技

能と 結び付けながら 社会の中で生き て働く も のと し て習得し たり ， 思考力， 判断力，（ 　 イ 　 ） 力等を 豊

かなも のと し たり ， 社会や世界にどのよ う に関わる かの視座を 形成し たり する ために重要なも のであり ，

習得・ 活用・（ 　 ウ　 ） と いう 学びの過程の中で働かせる こ と を 通じ て ， よ り 質の高い深い学びにつなげ

るこ と が重要である 。

　 なお， 各教科等の解説において示し ている各教科等の特質に応じ た「 見方・ 考え方」 は， 当該教科等に

お け る 主要な も ので あ り ，「 深い 学び」 の視点から は， そ れら の「 見方・ 考え 方」 を 踏ま え な がら ，

（ 　 エ　 ） 等に応じ て柔軟に考えるこ と が重要である。

①　 ア　 特質　 　 　 イ 　 表現　 　 ウ　 探究　 　 エ　 家庭生活

②　 ア　 横断性　 　 イ 　 想像　 　 ウ　 探究　 　 エ　 学習内容

③　 ア　 特質　 　 　 イ 　 表現　 　 ウ　 反復　 　 エ　 学習内容

④　 ア　 横断性　 　 イ 　 想像　 　 ウ　 反復　 　 エ　 家庭生活

⑤　 ア　 特質　 　 　 イ 　 表現　 　 ウ　 探究　 　 エ　 学習内容
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T K （ 16 −  10）

【 13】 次の文は、「 特別支援学校教育要領・ 学習指導要領解説　 総則編（ 幼稚部・ 小学部・ 中学部）」（ 平成30

年３ 月　 文部科学省） における児童生徒の調和的な発達の支援についての記述である。 下線部について適

切でないも のを ①～⑤から １ つ選び、 番号で答えよ。

　 学習や生活の基盤と し て， 教師と 児童又は生徒と の信頼関係及び児童又は生徒①相互のよ り よい人間関

係を 育てるため， 日頃から ②コ ミ ュ ニケーショ ンの充実を 図る こ と 。 また， 主に集団の場面で必要な指導

や援助を 行う ③ガイ ダン スと ， 個々の児童又は生徒の④多様な実態を 踏まえ， 一人一人が抱える 課題に個

別に対応し た指導を 行う ⑤カ ウンセリ ングの双方により ， 児童又は生徒の発達を 支援するこ と 。
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【 14】 次の文は、「 特別支援学校教育要領・ 学習指導要領解説　 総則編（ 幼稚部・ 小学部・ 中学部）」（ 平成30

年３ 月　 文部科学省） における 教育課程の編成についての記述である 。（ ア） ～（ エ） にあてはまる 語句

を ①～⑧から 選び、 番号で答えよ。

　 各学校においては， 児童又は生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等を 考慮し ，（ 　 ア　 ） 能

力， 情報活用能力（ 情報モラ ルを 含む。），（ 　 イ 　 ） 能力等の学習の基盤と なる（ 　 ウ　 ） を 育成し てい

く こ と ができ るよう ， 各教科等の特質を 生かし ， 教科等（ 　 エ　 ） 的な視点から 教育過程の編成を 図るも

のと する。

①　 横断　 　 　 　 ②　 教養　 　 ③　 問題発見・ 解決　 　 ④　 資質・ 能力

⑤　 教育課程　 　 ⑥　 言語　 　 ⑦　 総合　 　 　 　 　 　 　 ⑧　 書字

 （ ア） （ イ ） （ ウ） （ エ）

29 30 31 32



T K （ 16 −  11）

【 15】 次の文は、「 特別支援学校教育要領・ 学習指導要領解説　 総則編（ 幼稚部・ 小学部・ 中学部）」（ 平成30

年３ 月　 文部科学省） の重複障害者等に関する教育課程の取り 扱いに関する記述である。 下線部について

適切でないも のを ①～⑤から １ つ選び、 番号で答えよ。

　 重複障害者， ①療養中の児童若し く は生徒又は障害のため②通学し て教育を 受ける こ と が困難な児童若

し く は生徒に対し て教員を ③派遣し て教育を 行う 場合について ， ④特に必要がある と き は， 実情に応じ た

⑤授業形態を 適切に定めるも のと する。
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【 16】 次の文は、「 特別支援学校教育要領・ 学習指導要領解説　 自立活動編（ 幼稚部・ 小学部・ 中学部）」（ 平

成30年３ 月　 文部科学省） における健康の保持の「 健康状態の維持・ 改善に関するこ と 」 についての記述

である。 下線部について適切なも のを ①～⑤から １ つ選び、 番号で答えよ。

②　 具体的指導内容例と 留意点

　 障害が重度で重複し ている幼児児童生徒の場合， 健康の状態を 明確に訴えるこ と が困難なため， 様々な

場面で健康観察を 行う こ と によ り ， 変化し やすい健康状態を 的確に把握する こ と が必要である 。 その上

で， 例えば， ①乾布摩擦や軽い運動を 行っ たり ， ②プ ールを 利用し て皮膚や粘膜を 鍛えたり し て， 血行の

促進や呼吸機能の向上などを 図り ， 健康状態の維持・ 改善に努めるこ と が大切である。

　 たんの吸引等の医療的ケアを 必要と する幼児児童生徒の場合， こ の項目の指導が特に必要である。 その

際， 健康状態の詳細な観察が必要であるこ と ， 指導の前後にたんの吸引等の医療的ケアが必要なこ と も あ

るこ と から ③保護者と 十分連携を 図っ て指導を 進めるこ と が大切である。

　 知的障害や自閉症のある幼児児童生徒の中には， 運動量が少なく ， 結果と し て肥満になっ たり ， 体力低

下を 招いたり する者も 見ら れる。 また， ④発達的な要因によ り 不登校の状態が続き ， 運動量が極端に少な

く なっ たり ， 食欲不振の状態になっ たり する 場合も ある。 こ のよ う に， 障害のある 幼児児童生徒の中に

は， 障害そのも のによ るのではなく ， ⑤異なる 別の要因により 体力が低下する者も 見ら れる。
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T K （ 16 −  12）

【 17】 次の文は、「 特別支援学校教育要領・ 学習指導要領解説　 自立活動編（ 幼稚部・ 小学部・ 中学部）」（ 平

成30年３ 月　 文部科学省） における自立活動のコ ミ ュ ニケーショ ンについての内容である。 適切でないも

のを ①～⑤から １ つ選び、 番号で答えよ。

①　 コ ミ ュ ニケーショ ンの基礎的能力に関するこ と 。

②　 言語の受容と 表出に関するこ と 。

③　 言語の形成と 活用に関するこ と 。

④　 集団への参加の基礎に関するこ と 。

⑤　 状況に応じ たコ ミ ュ ニケーショ ンに関するこ と 。
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【 18】 次の文は、「 特別支援学校教育要領・ 学習指導要領解説　 自立活動編（ 幼稚部・ 小学部・ 中学部）」（ 平

成30年３ 月　 文部科学省） における「 第７ 章　 自立活動の個別の指導計画の作成と 内容の取扱い　 ３ 　 他

領域・ 教科等と の関連」 についての記述である。 下線部について適切でないも のを ①～⑤から １ つ選び、

番号で答えよ。

　 自立活動の個別の指導計画の作成に当たっ ては， 小学部・ 中学部においては， 各教科， 道徳科， 外国語

活動， 総合的な学習の時間及び特別活動と 自立活動の指導内容と の関連を 図り ， ①両者が補い合っ て， 効

果的な指導が行われるよう にするこ と が大切である。

　 個別の指導計画を 作成する 際も ， ②自立活動の時間における 指導はも と よ り ， 学校の③教育目標を 視野

に入れ， 効果的に指導が行われるよう にする必要がある。

　 なお， 各教科， 道徳科， 外国語活動， 総合的な学習の時間及び特別活動にはそれぞれ④独自の目標があ

るので， 各教科等における自立活動の指導に当たっ ては， それら の目標の達成を 著し く 損なっ たり ， 目標

から 逸脱し たり する こ と のないよう 留意し ながら ， 自立活動の具体的な指導内容と の関連を 図るよう 工夫

するなど， ⑤計画的， 組織的に指導が行われるよ う にする必要がある。
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T K （ 16 −  13）

【 19】 次の文は、「 特別支援学校教育要領・ 学習指導要領解説　 自立活動編（ 幼稚部・ 小学部・ 中学部）」（ 平

成30年３ 月　 文部科学省） における「 第７ 章　 自立活動の個別の指導計画の作成と 内容の取扱い　 ６ 　 教

師の協力体制」 についての記述である。 下線部について適切でないも のの数を ⓪～⑤から １ つ選び、 番号

で答えよ。

　 複数の障害種別に対応する特別支援学校においては， それぞれの障害種別に対応し た専門的な知識や技

能を 有する 教師を ①学校全体で育成し 活用でき る よ う にする 必要がある。 例えば， 肢体不自由教育に関す

る 専門的な知識や技能を 有する 教師は， 肢体不自由のある 幼児児童生徒の②自立活動の指導を 担当する だ

けでなく ， 他の障害のある 幼児児童生徒の身体の動き に関する③個別の指導計画の作成やその実践におい

て， 専門的な知識や技能を 発揮するこ と が求めら れる。

　 また， 複数の障害種別に対応する特別支援学校においては， それぞれの障害種別に十分な対応ができ る

よ う に， ④教師の専門性の向上を 図るための研修等を 充実さ せる 一方で， 他の特別支援学校と の連携協力

を 図り ， 必要に応じ て， 自立活動の指導についての⑤助言を 依頼するこ と なども 考えら れる。

⓪　 なし 　 　 ①　 １ つ　 　 ②　 ２ つ　 　 ③　 ３ つ　 　 ④　 ４ つ　 　 ⑤　 全て

 
37

【 20】 次の文は、「 障害のある 子供の教育支援の手引～子供たち 一人一人の教育的ニーズを 踏まえた学びの充

実に向けて～」（ 令和３ 年６ 月　 文部科学省） における 自閉症のある 子供の教育的ニーズ「 ②自閉症のあ

る子供に対する特別な指導内容」 についての記述である。 適切なも のの数を ⓪～⑤から １ つ選び、 番号で

答えよ。

（ １ ）　 身近な教師と の関わり から ， でき る限り 早い段階で， 教師と の安定し た関係を 形成する 。

（ ２ ）　 やり と り の方法を 探り ながら 様々なやり 方を 試みる 。

（ ３ ） 　 嬉し い気持ち や悲し い気持ちを 伝えにく い場合などには， 本人の好き な活動などにおいて， 感情を

代弁するなどし て， 自分や， 他者の気持ちを 聴覚的に理解する。

（ ４ ） 　 自分を 落ち着かせるこ と ができ る場所に移動し て， 慣れ親し んだ活動に取り 組むなどし て落ち着き

を 取り 戻すよう な経験を 積み重ねる。

（ ５ ） 　 特定の動作や行動等を 無理にやめさ せるのではなく ， 本人が納得し て次の活動に移るこ と ができ る

よう に段階的に意識を 切り 替えていく よう 指導する。

⓪　 なし 　 　 ①　 １ つ　 　 ②　 ２ つ　 　 ③　 ３ つ　 　 ④　 ４ つ　 　 ⑤　 全て
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T K （ 16 −  14）

【 21】 次の文は、「 障害のある 子供の教育支援の手引～子供たち 一人一人の教育的ニーズを 踏まえた学びの充

実に向けて～」（ 令和３ 年６ 月　 文部科学省） における 継続的な教育相談の実施に関する 記述である。 下

線部について適切でないも のを ①～⑧から ３ つ選び、 番号で答えよ。（ 順不同）

　 都道府県及び市区町村教育委員会においては， 所管する 各学校における ①校内委員会等の体制整備や，

教育委員会による ②専門家チームの派遣や③定期的な巡回相談等を 通じ た， 各学校への支援が必要である。

　 また， 障害のある 子供は， 学校に加え， 放課後等デイ サービス等で過ごす時間も 長い場合があるこ と か

ら ， 子供の成長や課題等について④断片的に把握する こ と ができ る よ う ， 学校や教育委員会関係者が， 日

常的に放課後等デイ サービ スの⑤事業者等と の連携を 図るこ と も ， ⑥一時的な教育相談を 行う 上で有用で

ある。

　 また， 教育支援委員会等については， 早期から の⑦教育相談や就学先決定時までの支援のみなら ず， 子

供の⑧就学後の学びの場の継続についての助言も ， その役割に含まれるこ と に留意する必要がある。

 39 40 41

【 22】 次の文は、「 障害のある 子供の教育支援の手引～子供たち 一人一人の教育的ニーズを 踏まえた学びの充

実に向けて～」（ 令和３ 年６ 月　 文部科学省） の「 医療的ケアの概要と 実施者　 第１ 章　 医行為と 医療的

ケアと は」 についての記述である 。 下線部について適切でないも のを ①～⑥から １ つ選び 、 番号で答え

よ。

２ ． 医療的ケア

「 医療的ケア児及び①その家族に対する支援に関する法律」 では，「 医療的ケア」 と は，「 ②人工呼吸器によ

る呼吸管理， 喀痰吸引その他の医療行為を いう 」 と さ れている。 また， 一般的には， 医療的ケアと は， 病

院など の医療機関以外の場所（ 学校や自宅など ） で③日常的に継続し て行われる ， 喀痰吸引や経管栄養，

④口腔内の衛生管理， 導尿， イ ン スリ ン 注射などの⑤医行為を 指し ， ⑥病気治療のための入院や通院で行

われる医行為は含まれないも のと さ れている。
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T K （ 16 −  15）

【 23】 次の文は、「 発達障害のある子供たちのためのICT 活用ハンド ブッ ク 　 特別支援学級編」 についての記述

である。 下線部について適切なも のを①～⑤から １ つ選び、 番号で答えよ。

　 特別支援学級が通常の学級や通級指導教室と 異なる点と し て、 個別の障害特性や①発達段階を 考慮し た

学習と 、 小集団の特性を 活かし た学習の両方が求めら れる 点にあり ます。 ICT は個別の指導にも 、 小集団

の指導にも 活用する こ と ができ ます。

　 ただし 、 個別の指導や小集団の指導にICT を 利用する 際、 ICT は困難さ を サポート し たり 、 自信を つけ

たり 、 あるいは学習意欲を 高めたり する際に使える便利な「 道具」 であるこ と を 忘れてはいけません。 全

てを ICT により ②解決するこ と を 目指し 、 ICT を「 今までの可能性を ③大いに広げてく れる、 ④万全な道具」

と 捉え、 ⑤全般的に活用するこ と が重要です。
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【 24】 次の文は、「 障害のある 子供の教育支援の手引～子供たち 一人一人の教育的ニーズを 踏まえた学びの充

実に向けて～」（ 令和３ 年６ 月　 文部科学省） における 発達障害児の支援についての記述である。 適切で

ないも のを ①～⑤から １ つ選び、 番号で答えよ。

①　 学習障害のある 子供が各教科等を 学ぶ場合， 障害によ る困難さ に対する指導上の工夫や個に応じ た手

立てが必要と なる 。

②　 通級による指導の対象と するか否かの判断に当たっ ては， 医学的な診断の有無を 確認する など， 客観

的に判断するこ と が大切である。

③　 子供の得意なと こ ろ や意欲的に取り 組んでいると こ ろ ， 努力し ていると こ ろ を 把握し ， 肯定的な評価

を 意図的に行い， 本人の努力や達成状況を 認めていく こ と が大切である。

④　 学習障害のある 子供を 含め， 通常の学級には多様な実態の子供が在籍し ているこ と を 踏まえ， 教師と

子供及び子供相互のより 良い人間関係を 構築し ， 学級経営の充実を 図るこ と が大切である。

⑤　 通常の学級において， 安心し て学習に取り 組むこ と ができ るよう ， 学級全体又は個に応じ た様々な手

立てを 検討し ， 指導が行われる必要がある。
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T K （ 16 −  16）

【 25】 次の文は、「 通常の学級に在籍する障害のある児童生徒への支援の在り 方に関する 検討会議報告」（ 令和

５ 年３ 月　 文部科学省） の「 通級による指導の充実」 についての記述である。 下線部について適切でない

も のを ①～⑤から １ つ選び、 番号で答えよ。

（ 通級による指導の意義・ 課題等）

　 通級によ る 指導は、 通常の学級に在籍し 、 通常の学級での学習に①一部参加でき、 ②一部特別な指導を

必要と する 児童生徒に対し て、 障害に応じ た特別の指導を 行う も のである。 個々の児童生徒が③自立を 目

指し 、 障害によ る 学習又は生活上の困難を 主体的に④改善・ 克服する ために必要な知識、 技能、 態度及び

習慣を 養い、 も っ て心身の⑤調和的発達の基盤を 培う こ と が目標と なっ ている。
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